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第２章 現状と課題 

１ 国や県の動向 

●国の動向● 

平成２９年３月に告示された小学校及び中学校の学習指導要領総則には、

情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コンピュータや情報通信

ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを

適切に活用した学習活動の充実を図ることが示されています。これを受け、

文部科学省は、平成２９年１２月に「平成 ３０年度以降の学校におけるＩ

ＣＴ環境の整備方針」を発出し、学校におけるＩＣＴ環境の整備の基本的な

考え方を示しました。 

また、令和元年１２月には、学校におけるＩＣＴ環境の整備を加速させる

ため、「ＧＩＧＡスクール構想」を立ち上げました。構想では、子どもたち

一人一人に個別最適化され、創造性を育む教育ＩＣＴ環境の実現をめざし、

令和５年度までに、児童・生徒１人１台の学習用タブレット端末の配備等を

目標として示しました。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大により、

文部科学省は、令和２年４月１０日付けで「新型コロナウイルスによる緊急

事態宣言を受けたＩＣＴ活用及び整備について」を発出し、ＩＣＴの活用に

より全ての子どもたちの学びを保障できる環境を早急に実現するため、ＧＩ

ＧＡスクール構想を加速化し、整備計画を令和２年度に前倒ししました。 

令和３年１月には、中央教育審議会において、新型コロナウイルス感染症

の拡大をはじめとする社会の急激な変化の中で再認識された学校の役割や課

題を踏まえ、2020 年代を通じて実現を目指す学校教育を「令和の日本型学

校教育」とし、その姿を「全ての子どもたちの可能性を引き出す、個別最適

な学びと、協働的な学び」としました。これを実現するためには、ＩＣＴの

活用は必要不可欠であるとし、「令和の日本型学校教育」の構築に向けたＩ

ＣＴ活用及びＩＣＴ環境整備に関する基本的な考え方が示されました。 
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●県の動向● 

令和６年３月策定の山梨県教育振興基本計画引用 

やまなしの豊かな自然と人とのつながりのなかで、誰もがそれぞれに思い描

く幸福といったウェルビーイングの実現に向けて、主体的に学び、互いに多

様な他者を尊重し、自分らしさを認め合い、協働しながら、夢や希望の実現

に邁進することができるよう、様々な教育の取り組みを展開します。 

そして、一人一人のウェルビーイングが、家庭や地域、社会のウェルビーイ

ングへと広がり、その広がりが多様な個人を支え、将来にわたって世代を超

えて循環して、「幸せでありたい」という誰もが抱く願いに、誰もが寄り添

う姿の実現を目指します。 

山梨県では、整備された１人１台端末が文房具のように日常的に使われると

ともに、デジタル教科書やデジタル教材等を積極的に活用し、「個別最適な学

び」と「協働的な学び」が行われ、情報活用能力が一層身につく姿を目指して

います。 

山梨県では２ndGIGA を迎えるにあたり、 「セカンド GIGA コンセプトや

まなし GIGA 風林火山」と銘打ち、風林火山の精神を活かし、GIGA 第 2 期

において ICT 活用のさらなる推進を目指しています。 

具体的取組みは、大きく 4 部門に分け、 

①「風」‥高速ネットワーク環境の充実、情報活用能力・タイピング力の向

上、オンラインでの学びの推進を行ない、スピーディーな ICT 環

境・学びの質の向上を目指します。 

 ②「林」‥クラウド活用による個別最適な学びと協働的な学びの一体的充

実、ICT を活用した授業に係る教員研修の充実、教育データ利活

用による授業改善・指導改善を行い、クラウド活用によるスマー

トな授業の充実を目指します。 

 ③「火」‥学習・校務での AI の積極的な活用、デジタル教科書の授業・家

庭学習での活用、課題解決や探究的な学びに AI の力を活用する

ことにより、ICT の積極的活用のマインドセットの育成をし、デ

フォルト化することを目指します。 

④「山」‥ICT による家庭学習の充実、オンラインを活用した不登校支援、

学びを豊かにする情報モラルの育成の促進により、学びの保障・

ウェルビーイングの実現を目指します。 

 

このコンセプトにより、子供たちに「自ら学び、成長する力」を育むことで、

山梨県の子供たちが ICT を活用し、グローバル社会で活躍できる人材に成長す

ることを目指しています。 

  

 



5 

 

２ 中央市の現状と課題 

中央市では、文部科学省の「ＧＩＧＡスクール構想」等を踏まえ、学校に

おけるＩＣＴ環境を整備してきました。 

令和２年度、新型コロナウイルス感染症による小中学校の臨時休業や、文

部科学省のＧＩＧＡスクール構想の加速化を受け、中央市では整備計画の緊

急対応として、小中学校で１人１台のタブレット端末環境の整備が完了しま

した。令和４年度には、小中学校における児童・生徒の情報活用能力など学

習の基盤となる資質・能力を育成することを目的に、ＩＣＴを活用した効果

的な授業に係る事例等を集約し、1 人１台端末の教職員用アカウントからア

クセスできるウェブサイト「中央市ポ-タルサイト」を ICT 支援員の協力のも

と開設しました。令和６年度には、中央市ＩＣＴ推進アドバイザー事業とし

て山梨大学教育学部附属教育実践総合センター准教授三井一希氏をアドバイ

ザーに迎え、モデル校授業実施において授業改善に取り組み、教職員と市教

委、ＩＣＴ推進員とが協力し積極的に工夫、改善を行いました。 

 

全体的な状況 
令和４年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果 

 
※校務支援システムについて中央市では、大部分に関して独自調達しているため数値が０となっております。 

 

 国 山梨県 中央市 

教育用 PC１台当たりの児童生徒数（人/台） 0.8 0.9 0.8 

無線 LAN 又は移動通信システム（LET 等）によりインターネ

ット接続を行う普通教室の割合（％） 

97.8 95.3 100 

インターネット接続率（100Mbps 以上） 98 90.6 92.2 

普通教室の大型提示装置整備率（％） 88.6 82.6 88.8 

統合型校務支援システム整備率（％） 86.8 92.3 - 

教員の ICT 活用指導力（％） 78.1 76.8 122.2 
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〇当初１人１台端末は、児童・生徒分に関しては不足のない状態となっていま

したが、経年劣化で故障が相次いだうえ、市単教員の利用が増えた背景もあ

り、予備機が枯渇したため、令和６年度にはリサイクルを見越した予備機

20 台を追加購入しました。 

〇普通教室のインターネット環境は、全国平均を上回り 100％を達成してい

ます。普通教室の大型提示装置は令和５年度に１００％の整備を達成してい

ます。ただし、特別教室や特別支援教室への大型提示装置の導入は進んでい

ない状況です。 

〇校務支援システムは、中央市独自のシステムを導入しておりカスタマイズを

重ねていったことにより、業務効率の良いものとなっています。しかし、一

方で県下統一校務支援システムを導入していないために、他市町村から赴任

した教職員は一から操作を学ぶ必要があり、業務負担を強いています。 

〇教職員の ICT 活用指導力については全国平均を大きく上回っており、様々な

ICT ツールへの興味関心が高い様子が伺えます。しかし、教職員間で ICT 活

用能力の差が見られます。また、教職員にとって使い勝手の良いツールを利

用する傾向があり、汎用的なツールを使った授業形成には十分なノウハウが

足りていない状況です。また、教職員からは「様々なツールがあるため、ど

んなツールを利用したら良いか、何が最適なのか分からない」といった声が

聞かれます。 
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ICT 環境整備状況    

【機器等整備】 
1 人１台端末 

●現状● 

 中央市では令和 2 年度に８学校の代表者による情報部会により ChromeOS

を採用し、1 人１台端末として Chromebook を整備しました。台数は以下の

とおりです。 

学習者用端末（Chromebook）2,396 台整備 

指導者用端末（Chromebook） 139 台整備 

●課題● 

令和２年度に導入した Chromebook は破損や経年劣化の故障が毎年増大

し、修繕中の予備機が必要となる中、市単教員の増加により、予備機を教職員

へ充填していたこともあり、令和６年度には予備端末が不足する事態となりま

した。子どもたちの学びを止めないためにも予備機の拡充及び旧端末のリサイ

クルは重要であると考えています。 

また、指導者用端末の整備は、管理職や学校司書、養護教諭等に端末が整備

されていないことが課題となっています。 

 

大型提示装置（電子黒板含む） 

●現状● 

令和２年度から令和 5 年度に大型提示装置を全普通教室に整備しました。 

●課題● 

特別教室や特別支援教室への整備が無い状態であり、予備機も準備がありま

せん。普通教室の大型提示装置が故障した際は、修繕中の代替機がなく、授業

で使用ができない状態です。また、大型提示装置と教職員の PC 端末を有線で

繋いでいるため、教職員は固定位置で授業を行わなければならない状態です。 

 

ソフトウェア 

●現状● 

導入状況 

令和 2 年度 学習支援ソフト（e-ライブラリアドバンス）導入 

令和 3 年度 Web フィルタリングソフト（ICFS）を導入 

デバイス制御ソフト（ICC。現在は ICA に名称変更）導入 

令和５年度 勤怠管理システムを導入 

令和６年度 自動採点ソフトを導入 ※中学校のみ 
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●課題● 

ソフト面では各種ソフトウェアを導入していますが、利活用状況の可視化が

出来ていないため、過不足の把握ができていないことが課題となっています。 

また、校務系のソフトウェアは市単独で調達しており、独自カスタマイズを

しているため使いやすい反面、他市町村から赴任する教職員は操作方法を習得

する必要があり負担を強いています。 

学習系のソフトウェアは、導入をしてから一度も見直しを行っていないた

め、教職員からの意見聴取を行い、全体的な見直しが必要となっています。 

 

【ネットワーク環境】 
●現状● 

中央市の学校におけるネットワークは校務系・学習系・校務外部接続系の３

層分離の形をとっており、境界防御型セキュリティを保っています。 

ネットワークアセスメントは令和 3 年 10 月に実施し、300Mbps から

2Gbps にネットワーク契約の見直しを行いました。そのため、中央市では理

論値上全校が十分なネットワーク速度を確保できている状態であることから、

本格的なネットワークアセスメントは行っていませんでした。 

また、学習系のネットワークでは、特別教室や体育館、グラウンドへのネッ

トワーク整備が行われていないため、学びの場の制限がされてしまっている状

態です。 

さらに、ネットワーク環境を正しく利用するための指針となる教育系セキュ

リティポリシーについては、現在未策定であり、行政系セキュリティポリシー

を準用する形をとっています。 

●課題● 

３層分離のネットワークの形をとっているため、境界があることで各ネット

ワークへのデータ移行が煩雑であり、校務 DX の妨げとなっています。 

データ整理のため、学習系のシステム（classroom 等）を教職員用端末で操

作することを制限されていることが、授業準備の大きな課題となっています。   

学習系ネットワークは、目立ったトラフィックなどは数値上現れませんが、

文部科学省「GIGA スクール構想の実現 学校のネットワーク改善ガイドブッ

ク」（令和 6 年 4 月）の指示のもと、令和６年 9 月に学校に対して「ネット

ワーク体感調査」を行ったところ、８校全体から校内の不特定多数の場所や不

特定多数時間帯、様々なソフトウェア使用時に通信が滞る、といった調査結果

が確認されています。そのうち「通信が遅いと感じますか」という設問に対

し、「はい」と答えた教職員は６2.5％、児童生徒は 100％といった解答が出

ています。課題となる具体例として、デジタル教科書や classroom のクラス
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一斉接続時に通信が滞ることが多くみられており、これらは 1 人１台端末の活

用の根幹をなすソフトウェアであることから、早期解決が求められています。

さらに今後予定されている全国学力調査の CBT（Computer Based 

Testing）化への対応についても懸念されます。本市の教育系ネットワーク契

約形態が、ベストエフォート型であるため実際の通信速度の状態に不確定要素

が多いという点や、無線アクセスポイントなどの機器の経年劣化なども懸念要

因となっています。 

また、特別教室や体育館やグラウンドなどにネットワークが未整備なため、

ICT を活用した学びに支障をきたしています。具体的な活用例として、理科室

では実験結果を可視化し共有することで協働的な学びを実現でき、個別最適に

解析や検索を進めることができます。家庭科室では調理、裁縫などについて教

材となる動画を活用し、個別最適に学習を進めることで教職員は進度の遅い児

童生徒の伴奏支援に注力できます。体育館やグラウンドでは、体育の授業や部

活動で ICT 機器を利用することで、目視では分からない正確な心拍数・消費カ

ロリー、歩数、体表温度といった身体情報のモニタリングや分析ができ、より

個別最適な改善や指導が行えます。校内ではいつでもどこでもネットワークを

利用でき、情報共有ができる環境を整えることが重要といえます。 

さらに、教育系セキュリティポリシーが未策定のため、教職員に対して ICT

をどこまでどのように利活用して良いのかの判断が明確に示されていません。 

効率性を向上させるＩＣＴの推進をする一方で、情報漏えいやデータ流出を完

全に防ぐための指針がないことは大きな危険性があります。現在は行政のセキ

ュリティポリシーを準用していますが、教育現場と行政とでは保有する情報が

大きく異なるため、教育系情報の細分化をし、情報資産の確認と防止対策を講

ずる必要があります。また、今後のリモートワーク体制を検討すると同時に、

成績や生徒指導関連等の重要性が高い情報を校外で取り扱うことに対し、事前

に情報セキュリティ対策を講じる必要があります。 

以上のことから情報セキュリティに関しての根本的な体制の見直しと早急な

対策を行う必要があります。 
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ICT 利活用状況     

【児童生徒の資質能力】 
令和６年度全国学力調査結果 

※最頻値を桃色に設定しています。 

 

 
1 人１台端末の授業での利用頻度は小中共に全国平均と山梨県平均を下回っ

ています。ICT 機器を活用について促進していく必要があります。 

 

 
児童生徒が自分でインターネット検索をする頻度は、小中学校共に学校ごと

頻度に差がある状況です。 
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児童生徒が発表や表現をする頻度は、全国平均を下回っています。１人１台

端末の活用した発表の機会の増加を促進していく必要があります。 

 

 
児童生徒の理解度に合わせて課題に取り組む頻度は、中学校に関しては全国

平均と山梨県の平均を下回っています。児童生徒それぞれの学習進度の把握

と、進度に合わせた教職員の適切な指導を推進し、自由進度学習への取り組み

を充実させる必要があります。 
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１人１台端末の持ち帰り利用頻度は、概ね全国平均、山梨県平均と同程度と

なっています。端末の持ち帰りについて、長期休み時は積極的な姿勢が見られ

ますが、平常時の端末持ち帰りは消極的な姿勢となっていることが課題です。 

また、持ち帰りを行うにあたって宿題や課題の内容が学校によって異なり、把

握できていないことも課題となっています。 

 中央市立学童保育施設など一部公共施設でネットワーク環境の整備を進めて

いますが、その他公共施設（市立図書館など）において、ネットワーク環境が

整っていないために、児童生徒は限定的な場所でしか宿題を行えない問題もあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

【教職員の資質能力】 
 文部科学省が実施している「学校における教育の情報化の実態等に関する調

査（基準値：令和 5 年 3 月 1 日）」によると、本市における教職員の活用指

導力の状況は次のとおりです。 

※最頻値を桃色、次最頻値を薄い桃色に設定しています。 

 

 

 

 
概ね「ややできる」と回答しているため、１stGIGA 以降今日に至るまで教

職員は基礎的な活用能力を習得したと考えられます。 

ただし、「学習の中で児童生徒に考えをまとめてもらい、レポートや発表を

する機会を設ける」などの児童生徒主体の ICT 活用の推進に関しては消極的な

様子です。 

また、教材研究などで ICT を活用する教職員は増えていますが、ICT 活用が

手段ではなく目的になってしまうことが課題であり、今後は最適なツールを利

用し、効果的な利用を推進していく必要があると考えられます。 
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【校務 DX】 
文部科学省が実施している「GIGA スクール構想の下での校務 DX 化チ

ェックリスト（基準値：令和６年３月）」によると本市における学校の校務

DX の状態は次のとおりです。※最頻値を桃色に設定しています。 

 
保護者との連絡については、全国、県平均よりデジタル化が進んでいます

が、時間外の保護者との連絡に関してはクラウドサービス等の利用が進んで

いません。 

 

 

現金徴収及び１人１台端末の家庭での利活用においては全国、県平均よりデ

ジタル化が進んでいます。 
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児童生徒に向けての連絡、宿題の採点、小テストの CBT 化などは全国、

県平均を上回っています。 

 

  
職員会議などの資料については、ペーパーレス化が全国平均と県平均を下回

っています。 
 

 

校内研修などでの協議にクラウドサービスを積極的に用いているが、校内研

修でのオンデマンド視聴への取り組みが低い傾向にあります。 
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教職員が学校へ提出する書類が紙ベースである現状が見られ、これに関して

は市のシステムの一部（旅費申請等）が紙ベースでの運用になっていることが

課題の一因になっていると考えられます。長期休暇の動静調査においてもクラ

ウド上での管理への取り組みが低い状態です。 

 

FAX の利用に関して利用率が１００％となっており、今後相手方との連絡

手段に見直しが必要となります。また、校内での AI の活用は停滞している状

況です。 

まとめ 

現在、校務 DX に関して市全体で統一した考えのもと働き方改革を実施して

おらず、スポット的な対応をしています。今後は校務 DX と関連付けした中

で、計画的な働き方改革の実施が必要であると考えられます。特に保護者向け

の紙ベースでの資料やお便りの作成への対策、教職員間の会議でのクラウド活

用及びペーパーレス対策に対し、クラウドやアプリなどのツールを利用し効率

的な就労環境を構築する必要があります。さらに、AI の活用を積極的に推進す

ることで働き方改革を大きく前進させることも重要です。 
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課題 概要 

１stGIGA スクール構想において、１人１台のタブレット端末の環境整備は

完了しましたが、児童・生徒の個別最適な学びと、協働的な学びを充実させる

ためには様々な課題があります。 

① 機器等整備 

1 人１台端末整備は、児童生徒の予備機や市単教員をはじめ、管理職や学校

司書、養護教諭等への端末が整備されていないことが課題となっています。ま

た、特別教室や特別支援教室への大型提示装置の整備がないことや、付随する

無線接続装置の整備がないため、ICT を使った授業形成に支障をきたしていま

す。学習系のソフトウェアに関しては、現状で過不足があるのか不明な点があ

ります。 

②ネットワーク環境整備 

学習系のネットワークは、現在理論値上は必要帯域を確保していますが、文

部科学省のガイドラインに則り、学校に対する「ネットワーク体感調査（令和

6 年９月）」を行ったところ、アクセス台数が集中した際やソフトウェアを利

用した際に通信が停滞することが確認されています。また、校務系のネットワ

ークは、現在三層分離型の形態をとっているため、教員は限定的な環境で働か

なければならず、かつファイル中継を行う手間が生じています。 

また、セキュリティリポリシーが未策定のため、明確な基準がないまま ICT

の活用をしている状態にあります。 

さらに、特別教室や特別支援教室及び屋内外運動場にネットワークが整備さ

れていない状況にあり、ICT を活用した児童生徒の学びの機会を減少させてい

ます。 

 

③１人１台端末の利活用 

１stＧＩＧＡでは ICT を活用した授業推進は、統一された明確な目標がない

まま各校に取り組みを一任していた経過があります。今後は市全体で統一した

見解のもと、対話的で深い学びの視点に立った授業改善を行う必要がありま

す。 

１人１台端末の活用をして学校教育の質の向上につなげるためには、全ての

教員が自身の資質能力を自覚し、更なる ICT 能力を向上していくことが必要で

す。 
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さらに、ＩＣＴを積極的に活用するために、全ての教員が１人１台端末を活

用して指導する力を身に付けられるように個々最適なサポートをする取組みも

重要です。また、児童生徒が自身の ICT 活用能力を把握し、向上することを目

指すような市全体での統一的な指針が必要です。 

 

・児童生徒の資質能力 

授業において 1 人１台端末の利用頻度が低いという課題があります。特に発

表の場で ICT の活用機会が低い点や、自由進度学習への取り組みへの一層の推

進が必要です。 

また、児童生徒が自身の ICT スキルについて把握ができておらず、具体的に

どういったスキルを習得するよう推進するべきなのか市全体の統一した見解が

ないことが課題です。 

さらに、本市は外国籍の児童生徒が増加傾向にあり、学習支援のニーズが高

まっているため、多国籍児童を含む配慮を必要とする様々な児童生徒に対し

て、ＩＣＴを活用することで、教育機会の確保や学びの困難さの軽減に向けた

取組みを推進し、多様な教育の充実を図ることが求められています。 

 

・教職員の資質能力 

「学習の中で児童生徒に考えをまとめさせ、レポートや発表をする機会を設

ける」などの児童生徒主体の ICT 活用の推進に関して、消極的なことが課題と

なっています。 

1stGIGA 以降、教材研究等で ICT を活用する教職員は増えていますが、特

定の教科や場面のみで活用するのではなく、学習過程のあらゆる局面におい

て、目的ではなく手段としてＩＣＴの特性を最大限に活かす必要があります。 

また、市全体で、ＩＣＴの活用イメージを具体的に共有していくことや、Ｉ

ＣＴの専門家による技術的な助言を求める必要があります。 

さらに、教職員間で ICT 活用能力に差があることから、個々の能力にあった

研修などのサポートが必要です。 

 

④校務 DX 

学校が抱える課題が複雑・困難化する中、教職員の長時間勤務が深刻化して

います。校務系のソフトウェアは、市単独で調達しており、独自カスタマイズ

をしているため使いやすい反面、他市町村から赴任する教職員は操作方法を習

得する必要があり負担を強いています。 

また、一部システムに紙ベースの決裁を要するものがあります。 
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さらに保護者と学校間でのお便りや欠席連絡、プールカード、会議資料など

ペーパーレス化が捗っていないという問題もあります。また、現在校務系のネ

ットワークは、三層分離型の形態をとっているため、教職員は限定的な環境で

働かなければならず、かつファイル中継を行う手間が生じています。 

本市では、教職員が一人一人の子どもに向き合う時間をより確保するため、

校務支援システムを含めたリモートワーク環境の整備や AI の活用など、より

一層の校務事務の効率化を図る取組みが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


